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日本共産党の見解をお知らせし

ます。ご意見をお寄せください。

　
臼
井
泰
彦
議
員
は
、
12
月
議
会
の
一
般
質
問
で
食
育
、

給
食
セ
ン
タ
ー
問
題
と
公
共
交
通
に
つ
い
て
質
し
ま
し

た
。
デ
マ
ン
ド
交
通
「
あ
づ
み
ん
」
に
つ
い
て
は
、
同

じ
〝
ド
アt

o

ド
ア
〟
の
タ
ク
シ
ー
と
競
合
す
る
関
係
が

あ
る
と
し
た
上
で
、
「
あ
づ
み
ん
」
も
タ
ク
シ
ー
も
よ

り
使
い
や
す
く
す
る
こ
と
こ
そ
市
民
の
要
求
で
あ
る
と

訴
え
、
市
の
方
針
転
換
を
迫
り
ま
し
た
。
市
は
、
公
共

交
通
に
係
る
予
算
を
合
併
前
の
約
７
千
万
円
以
上
に
引

き
上
げ
る
考
え
は
な
い
と
答
え
ま
し
た
。

臼
井
議
員
の
一
問
一
答
は
次

の
通
り
で
し
た
。

問
　
「
あ
づ
み
ん
」
の
運
行

見
直
し
に
よ
り
、
堀
金
地
域

で
は
、
待
ち
時
間
や
乗
車
時

間
が
長
く
な
り
、
利
用
者
は

我
慢
に
我
慢
を
重
ね
て
い

る
。
利
用
状
況
調
査
の
結
果
、

穂
高
地
域
の
利
用
者
が
大
幅

増
な
ら
、
外
の
地
域
の
運
行

台
数
を
増
や
す
こ
と
を
検
討

す
る
の
か
。
ま
た
堀
金
地
域

の
実
利
用
者
や
延
べ
利
用
者

が
減
少
し
た
場
合
、
運
行
時

間
を
30
分
に
戻
す
の
か
。
　

政
策
部
長
（
政
策
）
予
約
断

り
件
数
調
査
の
途
中
集
計

で
、
全
体
で
８
月
の
５
３
６

件
に
対
し
、
11
月
は
２
９
２

件
と
２
４
４
件
減
っ
て
い

る
。
市
内
全
域
で
こ
の
傾
向

が
見
ら
れ
、
穂
高
地
域
４
８

件
、
堀
金
地
域
１
０
７
件
の

減
と
な
っ
て
い
る
。
予
約
を

断
ら
れ
た
後
の
状
況
は
、
当

日
時
間
を
ず
ら
し
た
ケ
ー
ス

が
最
も
多
く
、
乗
車
を
あ
き

ら
め
た
ケ
ー
ス
は
断
り
件
数

に
比
例
し
て
減
少
し
て
い

る
。
市
全
体
の
今
年
４
月
以

降
の
利
用
者
は
、
10
月
が
最

も
多
い
。
堀
金
地
域
は
月
に

よ
る
大
き
な
変
動
は
な
い
。

全
体
の
運
行
台
数
を
維
持
し

て
、
効
率
的
な
運
行
を
検
討

し
て
い
く
。
　
　
　
　
　
　

問
　
堀
金
地
域
で
は
、
豊
科

方
面
か
西
山
方
面
の
ど
ち
ら

方
面
の
バ
ス
に
乗
る
か
に
よ

っ
て
乗
車
時
間
・
待
ち
時
間

が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。

利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た
運

行
を
願
う
。
　
　
　
　
　
　

政
策
　
利
用
者
の
負
担
に
な

ら
な
い
よ
う
効
率
的
な
ル
ー

ト
設
定
に
心
が
け
て
い
る
。

問
　
「
あ
づ
み
ん
」
の
利
便

性
が
向
上
す
れ
ば
、
タ
ク
シ

ー
の
利
用
者
が
減
る
関
係
が

あ
る
。
「
あ
づ
み
ん
」
の
利

便
性
を
高
め
る
た
め
に
料
金

値
下
げ
、
運
行
車
両
増
加
、

運
行
間
隔
縮
小
、
運
行
時
間

の
延
長
、
土
日
運
行
を
、
ま

た
、
タ
ク
シ
ー
も
運
賃
割
引

制
度
、
利
用
補
助
券
等
の
改

善
を
提
案
す
る
。
　
　
　
　

政
策
　
「
あ
づ
み
ん
」
導
入

前
の
地
域
ご
と
の
公
共
交
通

の
支
出
総
額
が
約
７
千
万
円

だ
っ
た
の
で
「
あ
づ
み
ん
」

の
運
行
も
こ
の
範
囲
で
行
っ

て
い
る
。
タ
ク
シ
ー
事
業
と

の
住
み
分
け
を
し
て
い
る
。

「
あ
づ
み
ん
」
の
利
便
性
を

高
め
る
方
法
と
し
て
新
た
な

予
算
を
投
入
は
考
え
て
な

い
。
（
編
者
注
：
予
算
を
増

や
さ
な
け
れ
ば
、
根
本
的
に

利
便
性
は
高
ま
ら
な
い
）

問
　
特
に
通
勤
・
通
学
時
間

帯
の
定
時
定
路
線
の
研
究
は

政
策
　
市
地
域
公
共
交
通
協

議
会
で
検
討
し
て
い
る
。
定

時
定
路
線
の
路
線
延
長
、
ス

ク
ー
ル
バ
ス
の
併
用
等
を
研

究
を
し
て
い
る
。
　
　
　
　

問
　
グ
リ
ー
ン
ス
ロ
ー
モ
ビ

リ
テ
ィ
ー
の
導
入
を
定
時
定

路
線
等
に
で
き
な
い
か
。
　

政
策
　
実
証
事
業
段
階
で
導

入
の
検
討
は
し
て
な
い
。
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豊里開拓記念碑横にある旧有明演習地跡説明板。右の石柱は、
演習地周囲にあった境界の一本。「陸軍用地」と刻まれている。

問
　
戦
後
73
年
。
戦
争
の
真

実
を
伝
え
、
平
和
を
つ
く
っ

て
い
く
こ
と
は
、
大
き
な
課

題
で
あ
る
。
日
本
人
３
１
０

万
人
、
ア
ジ
ア
の
２
千
万
人

が
亡
く
な
っ
た
悲
痛
な
体
験

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
戦
争

放
棄
、
基
本
的
人
権
、
国
民

主
権
の
日
本
国
憲
が
多
く
の

国
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
今

日
が
あ
る
。
戦
争
の
（
事
実

の
）
継
承
は
、
戦
争
の
犠
牲

の
上
に
つ
く
ら
れ
た
新
し
い

日
本
を
平
和
な
国
に
し
て
い

く
問
題
で
あ
る
。
市
の
平
和

施
策
の
評
価
と
今
後
に
つ
い

て
伺
う
。
　
　
　
　
　
　
　

市
長
　
年
々
戦
争
体
験
の
な

い
層
が
ふ
え
て
き
た
。
私
も

大
戦
に
よ
っ
て
お
や
じ
を
亡

く
し
た
。
人
の
命
を
虫
け
ら

の
よ
う
に
扱
う
の
が
忌
ま
わ

し
い
戦
争
だ
。
平
和
な
社
会

の
構
築
が
、
私
ど
も
の
責
務

で
あ
る
。
命
、
人
権
を
無
視

し
た
戦
争
を
二
度
と
繰
り
返

し
て
は
な
ら
な
い
。

　
平
成
24
年
12
月
19
日
制
定

の
平
和
都
市
宣
言
の
精
神
を

尊
重
し
、
地
域
に
根
差
し
た

平
和
活
動
を
推
進
し
た
い
。

特
に
若
者
に
戦
争
の
悲
惨
さ

や
命
の
尊
さ
、
平
和
の
大
切

さ
を
学
び
、
考
え
て
も
ら
い

た
い
思
い
か
ら
、
広
島
平
和

記
念
式
典
に
は
若
者
を
派
遣

し
て
い
る
。

問
　
戦
争
は
武
力
と
そ
れ
を

使
え
る
法
整
備
、
世
論
が
そ

ろ
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
る

と
言
わ
れ
る
。
平
和
を
つ
く

る
営
み
の
源
は
、
悲
惨
な
戦

争
の
記
憶
、
痛
み
で
あ
る
。

市
に
お
け
る
戦
争
の
事
実
を

学
び
、
我
が
事
と
し
て
戦
争

を
と
ら
え
る
こ
と
が
平
和
な

未
来
を
つ
く
る
意
欲
に
な

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
市
に

お
け
る
戦
争
の
事
実
を
明
ら

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
か
。
事
実

を
掘
り
起
こ
す
た
め
に
今
後

ど
う
し
て
い
く
の
か
。
　
　

教
育
部
長
　
戦
争
の
惨
禍
を

学
ぶ
こ
と
は
、
平
和
な
未
来

を
つ
く
る
礎
に
な
る
。
戦
争

体
験
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査

は
、
町
村
史
等
の
編
さ
ん
時

に
行
わ
れ
き
た
。
博
物
館
や

文
書
館
の
活
動
や
、
今
後
の

市
史
編
さ
ん
事
業
な
ど
を
ま

と
め
る
機
会
と
し
た
い
。
今

後
文
書
館
で
は
、
区
に
残
る

文
書
や
学
校
文
書
の
収
集
や

整
理
も
考
え
て
い
る
。
活
用

の
面
で
は
、
文
書
館
と
博
物

館
と
連
携
し
な
が
ら
、
戦
争

関
連
の
企
画
展
や
講
座
、
講

演
会
な
等
を
行
い
た
い
。
他

方
、
市
民
の
自
発
的
、
主
体

的
な
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
し
て

い
き
た
い
。

問
　
学
ぶ
場
を
つ
く
る
平
和

施
策
を
提
案
す
る
。
　
　
　

提
案
１
　
市
民
の
平
和
学

習
。
軍
人
、
軍
属
、
満
蒙
開

拓
義
勇
軍
や
満
州
開
拓
団
、

報
国
農
場
隊
等
の
創
出
、
穂

高
空
襲
や
有
明
演
習
地
、
決

部
隊
の
駐
屯
、
市
の
防
空
監

視
哨
、
学
童
疎
開
等
に
関
わ

る
体
験
者
の
話
や
、
市
外
の

空
襲
の
体
験
者
の
話
、
戦
傷

病
者
、
戦
争
遺
族
や
戦
時
生

活
経
験
者
の
話
を
聞
く
場
を

つ
く
る
。
い
ず
れ
も
、
関
係

者
の
高
齢
化
で
時
間
が
な

い
。
夏
休
み
親
子
平
和
学
習

講
座
や
一
般
市
民
対
象
の
講

座
の
開
設
、
ま
た
人
権
・
平

和
を
考
え
る
映
画
上
映
会
や

演
劇
鑑
賞
会
の
実
施
。
　
　

提
案
２
　
小
・
中
・
高
等
学

校
で
の
平
和
教
育
の
支
援
。

戦
争
体
験
の
語
り
部
の
紹

介
、
戦
争
と
平
和
関
連
図
書

の
充
実
、
資
料
の
展
示
や
Ｄ

Ｖ
Ｄ
等
の
視
聴
覚
教
材
の
整

備
、
子
ど
も
の
自
主
的
活
動

の
支
援
等
。
２
分
の
１
成
人

記
念
、
安
曇
野
市
人
権
・
平

和
特
別
授
業
の
充
実
　
　
　

提
案
３
　
戦
争
遺
跡
の
保
存

と
戦
争
関
連
遺
跡
・
跡
地
へ

の
記
念
碑
・
解
説
板
の
設
置
。

こ
れ
に
は
、
穂
高
爆
撃
の
２

カ
所
、
爆
撃
で
破
壊
さ
れ
た

馬
頭
観
音
、
松
本
50
連
隊
の

有
明
演
習
地
と
廠
舎
及
び
跡

地
、
決
部
隊
駐
屯
地
で
あ
っ

た
穂
高
の
国
民
学
校
、
堀
金

と
明
科
に
あ
っ
た
防
空
監
視

哨
、
学
童
疎
開
を
受
け
入
れ

た
市
内
ほ
と
ん
ど
の
国
民
学

校
が
あ
る
。
広
島
平
和
記
念

資
料
館
か
ら
借
用
の
ポ
ス
タ

ー
等
の
展
示
を
す
る
こ
と
。

　
臼
井
議
員
は
、
戦
争
体
験

者
が
少
な
く
な
り
、
戦
争
関

連
資
料
が
散
逸
す
る
危
機
が

あ
る
状
況
か
ら
、
平
和
を
つ

く
る
基
本
で
あ
る
戦
争
の
真

実
を
知
る
た
め
に
、
市
に
お

け
る
戦
争
の
事
実
を
明
ら
か

に
し
、
学
ぶ
場
を
つ
く
り
、

平
和
事
業
の
担
い
手
を
育
成

す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
訴

え
、
多
く
の
提
案
を
し
つ
つ

平
和
施
策
を
質
し
ま
し
た
。
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（
前
頁
よ
り
）

総
務
部
長
　
市
平
和
の
つ
ど

い
に
お
い
て
、
戦
争
体
験
者

の
講
演
、
穂
高
商
業
高
等
学

校
の
演
劇
部
、
琴
部
の
生
徒

の
朗
読
劇
（
昨
年
）
、
広
島

平
和
記
念
資
料
館
の
平
和
学

習
用
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
上
映
を
す

る
等
、
学
ぶ
機
会
を
提
供
し

て
き
た
。

　
こ
れ
以
外
に
も
、
学
校
教

育
の
場
、
生
涯
学
習
の
場
、

人
権
教
育
の
場
等
で
、
平
和

を
考
え
る
機
会
を
提
供
し
て

い
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　

教
育
部
長
　
小
・
中
・
高
等

校
の
学
習
（
省
略
）
、
有
明

演
習
地
の
説
明
板
設
置
を
し

て
い
る
。
地
域
の
要
望
を
聞

い
て
、
必
要
な
設
置
を
進
め

た
い
。
市
民
協
働
の
取
り
組

み
も
あ
る
。

穂高爆撃地点（有明）近くの記念碑。遠くにある林
の向こうの煙突のような突起が江戸川区立穂高荘

問
　
平
和
都
市
宣
言
制
定
10

周
年
と
な
る
２
０
２
２
年
度

の
事
業
を
提
案
す
る
。
　
　

提
案
１
　
全
部
局
で
平
和
に

関
わ
る
企
画
の
実
施
。
例
え

ば
総
務
部
で
「
戦
時
下
の
情

報
統
制
、
防
災
」
、
教
育
部

で
人
権
平
和
学
習
会
、
平
和

美
術
展
、
人
権
平
和
展
、
、

平
和
コ
ン
サ
ー
ト
、
戦
争
と

平
和
読
書
月
間
、
人
権
平
和

図
書
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
、
戦

争
と
ス
ポ
ー
ツ
展
等
。
　
　

提
案
２
　
被
爆
ク
ス
ノ
キ
の

植
樹
。
４
周
年
に
被
爆
ア
オ

ギ
リ
２
世
が
植
え
ら
れ
た
。

提
案
３
　
平
和
記
念
碑
の
建

立
。
戦
争
犠
牲
者
の
追
悼
と

戦
時
の
人
権
抑
圧
を
忘
れ

ず
、
平
和
へ
の
決
意
を
新
た

に
す
る
記
念
碑
の
建
立
。
　

　
２
０
２
０
年
ス
ポ
ー
ツ
を

通
し
た
平
和
の
祭
典
・
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
の
平
和

事
業
の
実
施
。
　
　
　
　
　

総
務
　
広
島
平
和
記
念
式
典

に
中
学
生
を
派
遣
す
る
事

業
。
市
平
和
の
つ
ど
い
並
び

に
戦
没
者
追
悼
式
を
毎
年
開

催
。
第
７
回
平
和
の
つ
ど
い

か
ら
は
、
市
内
の
小
・
中
・

高
校
に
参
加
を
呼
び
か
け
、

ス
テ
ー
ジ
発
表
、
展
示
、
運

営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参
加
し

て
も
ら
っ
た
。
若
者
に
平
和

の
大
切
さ
を
伝
え
継
ぐ
使
命

を
実
行
で
き
て
い
る
。
今
後

も
、
平
和
の
つ
ど
い
を
続
け

て
い
き
た
い
。

　
平
和
都
市
宣
言
制
定
10
周

年
の
節
目
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

継
続
し
て
い
き
た
い
。
被
爆

ア
オ
ギ
リ
２
世
の
由
来
を
伝

え
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　

※
「
10
周
年
事
業
は
、
ま
だ

時
間
が
あ
る
の
で
十
分
に
検

討
し
て
も
ら
い
た
い
。
」
と

要
望
を
加
え
た
。

問
　
戦
没
者
に
は
軍
人
、
軍

属
だ
け
で
な
く
、
満
蒙
開
拓

団
や
報
国
農
場
、
満
蒙
開
拓

青
少
年
義
勇
軍
、
奉
仕
隊
、

空
襲
被
害
者
等
も
含
ま
れ
て

い
る
か
。
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
た
、
戦
没
者
の
氏
名
は

ど
こ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
か
。
　
　
　
　
　
　
　

　
戦
没
者
追
悼
式
並
び
に
平

和
の
つ
ど
い
の
あ
り
方
に
つ

い
て
、
遺
族
会
や
そ
の
他
遺

族
、
戦
争
体
験
者
、
若
者
の

意
見
を
聞
い
て
検
討
し
て
ほ

し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　

福
祉
　
戦
没
者
追
悼
式
に
お

け
る
対
象
者
は
、
戦
争
の
受

難
に
よ
り
犠
牲
と
な
ら
れ
た

全
て
の
方
が
対
象
で
あ
る
。

犠
牲
者
の
氏
名
を
把
握
し
て

い
る
名
簿
は
な
い
。
　
　
　

※
「
氏
名
を
把
握
す
る
こ
と

は
、
個
人
の
尊
厳
の
立
場
か

ら
直
ぐ
に
取
り
組
ん
で
ほ
し

い
。
」
と
要
望
を
加
え
た
。

問
　
平
和
事
業
の
若
者
の
担

い
手
育
成
は
、
全
国
各
地
で

進
ん
で
い
る
状
況
が
あ
る
。

取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。
　
　

総
務
　
昨
年
か
ら
、
広
島
平

和
記
念
式
典
の
参
加
中
学
生

が
思
い
を
全
校
生
徒
に
伝
え

る
機
会
を
設
け
始
め
た
。穂高爆撃地点（穂高柏矢町）　　　　　　　

県道塚原穂高停車場線と県住穂高団地の間

防空監視廠があった場所（堀金
田尻）　敵の飛行機の飛行情報
を通報する施設。今は更地。
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９
月
議
会
に
、
穂
高
プ
ー

ル
を
守
る
会
が
提
出
し
た

「
安
曇
野
市
唯
一
の
市
営
穂

高
プ
ー
ル
の
継
続
を
希
望
す

る
陳
情
」
は
、
福
祉
教
育
委

員
会
で
審
査
の
結
果
継
続
審

査
と
な
り
ま
し
た
。

　
陳
情
は
、
ま
ず
「
子
ど
も

か
ら
大
人
ま
で
、
心
の
底
か

ら
笑
顔
で
体
を
動
か
し
て
遊

ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
ほ
か
に

は
か
え
が
た
い
施
設
。
大
い

に
活
用
さ
れ
て
る
。
雄
大
な

北
ア
ル
プ
ス
を
眺
め
ら
れ
る

屋
外
プ
ー
ル
と
し
て
市
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
利
活
用
も
」
と

そ
の
意
義
を
述
べ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
今
年
の
市
主
催

の
市
民
説
明
会
に
つ
い
て

「
市
側
か
ら
の
説
明
内
容
は
、

財
政
負
担
の
内
容
に
終
始

し
、
プ
ー
ル
の
青
少
年
の
健

全
育
成
や
市
民
の
健
康
増
進

の
考
え
は
伺
え
な
か
っ
た
」

「
市
民
と
の
対
話
が
進
む
こ

と
な
く
」
と
評
価
し
、
「
施

設
利
用
者
の
実
態
、
廃
止
に

よ
る
影
響
、
施
設
の
存
在
意

義
等
に
加
え
、
利
用
者
や
市

民
の
意
見
を
十
分
に
汲
み
上

げ
て
施
設
の
今
後
が
決
定
さ

れ
て
い
く
こ
と
が
『
安
心
し

て
子
育
て
で
き
る
ま
ち
』『
生

き
生
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち
』

に
つ
な
が
る
」
と
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
「
市
民
の
声
を

聞
い
て
」
と
願
い
、
「
維
持

費
用
の
削
減
、
財
源
確
保
、

利
用
者
増
、
オ
フ
期
間
の
利

活
用
等
の
検
討
で
、
よ
り
良

い『
公
共
施
設
再
配
置
計
画
』

を
」
望
み
、
「
利
活
用
の
向

上
や
維
持
費
の
圧
縮
案
」
を

も
示
す
内
容
で
し
た
。
な
お

署
名
と
同
時
に
調
査
し
た
プ

ー
ル
来
場
者
５
千
百
人
弱
の

居
住
地
内
訳
や
、年
齢
分
析
、

多
数
の
意
見
が
添
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。（
署
名
総
数
は
、

９
月
に
１
１
４
０
０
名
を
超

え
た
そ
う
で
す
）

　
委
員
会
審
査
で
は
「
署
名

の
重
み
を
感
じ
て
市
民
に
寄

り
添
っ
た
対
応
を
」
「
市
民

の
意
見
を
聞
い
て
、
議
論
す

る
時
間
が
必
要
」
等
の
意
見

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
本
陳
情

の
趣
旨
「
穂
高
プ
ー
ル
の
存

続
」
に
添
わ
な
い
「
代
替
案

『
あ
づ
み
野
ラ
ン
ド
』
の
議

論
も
」等
の
意
見
も
出
さ
れ
、

継
続
審
査
の
理
由
と
さ
れ
ま

し
た
。
陳
情
に
向
き
合
う
議

員
の
姿
勢
が
問
わ
れ
ま
す
。

共
産
党
市
議
団
は
、
採
択
す

べ
き
も
の
と
考
え
ま
し
た
。

　陳情書では「種子法は、国や都道府県の種子に対する公的

役割を明確にした世界に誇るべきもの」とし「種子法により、

米・麦・大豆の原種の生産、優良品種（奨励品種）の指定検

査などを義務付け、都道府県とＪＡが協力し、地域に合った

優良銘柄を開発し、安価に販売するなど、農民の生産・販売

活動に大きな役割を果たしてきた。」としている。

　種子法の廃止で「地域の共有財産＝種子を民間企業に委ね

れば、新品種に特許がかけられ、農家は特許料を払わなけれ

ば種子が使えなくなる」と述べているように、種子法により

全国で300品種以上のコメの多様性を保持し、主要農産物の種

子は、国内で完全自給し、日本の食料生産を支えてきた。　

　なぜ廃止となってしまうのか。理由は「民間企業の投資意

欲を割いてしまうから」だけという。住友化学は、５年で67

倍にする計画だったり、豊田通商は、2015年にコメ事業に参

入するなど意欲満々という話もあるのに。種子法の廃止によ

り危惧されることは、①民間企業だと数種の品種で広域をカ

バーしなければならず、小規模の地方の品種は捨てられ、多

様性がなくなる。②種子の値段が最大10倍に高騰する。③民

間企業に公共種子事業の知見・人材・施設が払下げになり、

さらにモンサントなどの支配下（種子と化学肥料、農薬が一

体で）になる危険も排除できない。

　なお、種子法廃止に対し、新潟・埼玉・兵庫３県では条例

を制定。長野など多くの県で要領・要綱で対応する等、全て

の都道府県で従来通り種子事業を続ける方針だという。　　

　＊「」内は陳情書より。　　参考「種の話と私ちの食糧」

　　　　　　　　　印鑰智哉（日本の種子を守る会事務局）

★2013年引き下げ。また引き下げ！

（平均1.8%、最大5%、総額213億円）

★2013年は「物価が下がった」とし

て引き下げたのに、今回は物価が上

がってるのに引き下げるとは！！

３か月以内に出しましょう　　　　

◎10月の保護決定通知書を受け取っ

た日の翌日から３か月以内に　　　

☺ 保護決定通知書はなくさないで！

☺ 裏面の審査請求書に必要事項記入

☺ 保護費が上がっても審査請求は可

☺ 不利になることはありません。　

適法な手続きです。生活保護は健康

で文化的な生活のための権利です。

うすい泰彦通信_第3号_20190120発行 4 / 4


